
渡島・檜山管内の
牛の飼養者（酪農家・肉牛農家など）の皆様へ

【問い合わせ先】
北海道渡島家畜保健衛生所 0138-49-5444
北海道檜山家畜保健衛生所 0139-52-0707

■ BSE検査体制の変更に伴い、令和８年４月１日から
BSE検査対象牛の死亡牛の引き渡し先が変更になります！

■ 非対象牛については、変更ありません。

※ 不明な点は、下記に問い合わせ願います。

□ BSE検査非対象牛で、化製処理される場合

森町の化製場（北海道道南畜産事業協同組合）
「コード ０１３７４２７０７１」

変更ありません

□ BSE検査対象牛で、焼却処理される場合

函館市の北海道渡島家畜保健衛生所
「コード ０１３８４９５４４４」

変更となります

「譲渡し先の情報」
が変更になります


